
③ 建設業の経理の状況（Ｗ５）に係る改正

公認会計士等数＝ (イの人数 × 1.0 ) ＋ (ロの人数 × 0.4 )
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企業会計基準が頻繁に変化する中で、継続的な研修の受講等によって最新の会計情報等に関する知識を習得する
ことが重要になってきていることを踏まえ、公認会計士等数の算出にあたって算入できる者を以下の通り改正

○ Ｈ２８年度以前に１級又は２級の登録経理試験に合格した者であっても、Ｒ５年３月末までの間は、

引き続き経審上評価対象となる。

○ 経理処理の適正を確認できる者の要件についても、改正後のイに掲げた者となる。

従来 改正後

・公認会計士となる資格を有する者
　（公認会計士となるための登録を受けていることを要しない）

・公認会計士であって、公認会計士法第２８条の規定による研修を受講した者
　（公認会計士として登録されていることが前提）

・税理士となる資格を有する者
　（税理士となるための登録を受けていることを要しない）

・税理士であって、所属税理士会が認定する研修を受講した者
　（税理士として登録されていることが前提）

・１級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から５年経過していない者

・１級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から５年経過していない者

・２級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から５年経過していない者

・２級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から５年経過していない者

・１級登録経理試験に合格した者
　（一度合格すれば、以降継続して経審で評価）

・２級登録経理試験に合格した者
　（一度合格すれば、以降継続して経審で評価）
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